
議案第９号 

八幡浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

標記条例を次のように制定する。 

令和２年２月２５日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部を改正する条例 

八幡浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（平成

１７年条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で

示すように改正する。ただし、改正後の欄に掲げる規定で改正前の欄にこれに対

応するものを掲げていないものは、これを加えるものとする。 

改正後 改正前 

  

（補償基礎額） （補償基礎額） 

第５条 この条例において「補償基礎額」とは、

次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に掲

げる額とする。 

第５条 この条例において「補償基礎額」とは、

次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に掲

げる額とする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 給料を支給される職員 法第２条第４項

に規定する平均給与額の例により実施機関が

市長と協議して定める額 

 

第５条の２ 傷病補償年金、障害補償年金又は遺

族補償年金（以下「年金たる補償」という。）に

ついて前条の規定による補償基礎額が、年金たる

補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支

給すべき月の属する年度（４月１日から翌年３月

３１日までをいう。以下同じ。）の４月１日（以

下この頃において「基準日」という。）における

年齢（遺族補償年金を支給すべき場合にあって

は、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がな

かったものとして計算した場合に得られる当該

職員の基準日における年齢）に応じて市長が最低

限度額として定める額に満たないとき又は最高

限度額として定める額を超えるときは、それぞれ

その定める額を当該年金たる補償に係る補償基

礎額とする。 

第５条の２ 傷病補償金 、障害補償年金又は遺

族補償年金（以下「年金たる補償」という。）に

ついて前条の規定による補償基礎額が、年金たる

補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支

給すべき月の属する年度（４月１日から翌年３月

３１日までをいう。以下同じ。）の４月１日（以

下この頃において「基準日」という。）における

年齢（遺族補償年金を支給すべき場合にあって

は、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がな

かったものとして計算した場合に得られる当該

職員の基準日における年齢）に応じて市長が最低

限度額として定める額に満たないとき又は最高

限度額として定める額を超えるときは、それぞれ

その定める額を当該年金たる補償に係る補償基

礎額とする。 

２ （略） ２ （略） 
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（介護補償） （介護補償） 

第１０条の２ 傷病補償年金又は障害補償年金を

受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は

障害補償年金を支給すべき事由となった障害で

あって規則で定める程度のものにより、常時又は

随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随

時介護を受けている場合においては、介護補償と

して、当該介護を受けている期間、常時又は随時

介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して

市長が定める金額を支給する。ただし、次に掲げ

る場合には、介護補償は、行わない。 

第１０条の２ 傷病補償年金又は障害補償年金を

受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金  

      を支給すべき事由となった障害で

あって規則で定める程度のものにより、常時又は

随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随

時介護を受けている場合においては、介護補償と

して、当該介護を受けている期間、常時又は随時

介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して

市長が定める金額を支給する。ただし、次に掲げ

る場合には、介護補償は、行わない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

附 則 附 則 

  

（遺族補償年金の受給資格年齢の特例等） （遺族補償年金の受給資格年齢の特例等） 

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる期間に公務上

死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、

祖父母及び兄弟姉妹であって、当該職員の死亡の

当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同

表の中欄に掲げる年齢であったもの（第１２条第

１項第４号に規定する者であって第１３条第１

項第６号に該当するに至らないものを除く。）は、

第１２条第１項              

        の規定にかかわらず、遺族補償

年金を受けることができる遺族とする。この場合

において、第１２条第３項中「遺族補償年金を受

けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年

金を受けることができる遺族（附則第４条の２第

１項の規定に基づき遺族補償年金を受けること

ができることとされた遺族であって、当該遺族補

償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表

の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。）」

と、第１３条第２項中「各号のいずれか」とある

のは「第１号から第４号までのいずれか」とする。 

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる期間に公務上

死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、

祖父母及び兄弟姉妹であって、当該職員の死亡の

当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同

表の中欄に掲げる年齢であったもの（第１２条第

１項第４号に規定する者であって第１３条第１

項第６号に該当するに至らないものを除く。）は、

第１２条第１項（前項において読み替えられる

場合を含む。）の規定にかかわらず、遺族補償

年金を受けることができる遺族とする。この場合

において、第１２条第３項中「遺族補償年金を受

けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年

金を受けることができる遺族（附則第４条の２第

２項の規定に基づき遺族補償年金を受けること

ができることとされた遺族であって、当該遺族補

償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表

の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。）」

と、第１３条第２項中「各号のいずれか」とある

のは「第１号から第４号までのいずれか」とする。 

（表略） 
 

（表略） 
 

２ 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受ける

べき順位は、第１２条第１項         

              に規定する遺族

の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあ

っては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序と

し、父母については、義父母を先にし、実父母を

後にする。 

２ 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受ける

べき順位は、第１２条第１項（第１項において

読み替えられる場合を含む。）に規定する遺族

の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあ

っては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序と

し、父母については、義父母を先にし、実父母を

後にする。 

３ （略） ３ （略） 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例による改正後の八幡浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例第５条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故

に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。 

 

提案理由 

会計年度任用職員制度の導入に伴い、給料が支給される非常勤職員に係る所

要の改正を行うため。 
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